
ヴ ェネ ツ イ ア貴族と 「議論」-16世紀におけるゲ ッ ト ーと ユダヤ人をめぐ る事例から一 

藤 内 哲 也

は じ めに

近世 ヨ ーロ ッパの政治思想 にお いて、 ヴ ェ ネ ツ イ アが理想的 な共和政 モ デル と さ れ

て いた こ と はよ く 知 ら れてい る。 いわゆる 「 ウ' ェネ ツ イ ア神話」 で ある。 こ の 「神話」

において、 支配層たる貴族階級は、 都市の政治に参加 し、 さ ま ざま な特権を持つ と同

時に、 防衛や官職就任な どの義務を負 う、 共和国の正式な 「市民」 と し て定義づけ ら

れていた。 そ し て、 階級と し ての一体性や匿名性を保持 し、 国家の利益を優先する一 

方、 被支配層に も配慮する公平無私の存在と し て称揚 さ れたのである。

12~ 13世紀の北中部イ タ リ ア諸都市では、 都市社会の変化を反映して、 旧来の支配

層と新興層が融合 し、 新たな支配層が形成 さ れた。 ヴェネ ツ イア も例外ではない。 た

だ し ヴェネ ツ イアの支配層は、 ギル ドや地域共同体の代表ではな く 、 大評議会の成員

資格を世襲化 して参政権を独占する法的身分であ った。 非貴族層と の差異化を図 って

貴族を自称する ものの、 16世紀には貧困貴族の問題が深刻化するよ う に、 富や生活様

式に基づ く 実態的な集団ではなか ったのである。 よ って、 理想的な貴族共和政体の支

配層 と し て ウ' ェネ ツ イア貴族階級 をみる場合には、 都市政治を担う 「市民」 と し ての

性格 を考慮す る必要があ る だ ろ う 。

そこ で本稿では、 ウ' ェネ ツ イア貴族の政治的な活動領域に焦点を合わせて、 封建貴

族とは異なる都市貴族と しての特徴について検討 し たい。 と く に注目し たいのは、 ヴェ

ネ ツ イ アの政治空間におけ る 「議論」 のあ り方で ある。 はた し て ヴ ェネ ツ イ アでは、

「自由 な議論」 が展開 さ れて いたのか。 も し そ う だ と す れば、 それは どのよ う に行わ

れていたのか。 こ う し た観点か ら、 都市共和政 を体現する 「市民」 と し てのヴェネ ツ イ

ア貴族の性格について再考 し てみよ う。 

1 . ヴェネツ イア貴族階級と 「柔らかな寡頭政」

ウ ェネ ツ イア貴族階級は、 1297年からの一連の過程で、 大評議会の成員資格が特定
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の家系に世襲化 さ れ、 新規参入 を排除する形で法的に規定 さ れた。 「貴族」 と し ての

アイ デ ンテ イ テ イは、 大評議会の成員資格のみな らず、 家系の出自や伝統、 戦聞での

武動や騎士的な生活様式な どにも由来 し、 非貴族層と の区別が明示 さ れて、 都市共同

体の平等な 「市民」 から、 支配層と しての 「貴族」 へと性格や意識が変化 してい く 。 

一方、 階級内での格差の拡大は、 家系間の競争意識を激化させ、 同盟 ・ 対抗関係や貧

困貴族に対するパ ト ロネイ ジ関係と い った 「反神話」 的状況を現出 させた。 たと えば、

都市成立期に遡る血統を主張する 「旧い家系」 と、 13世紀に台頭し、 1382年から1630
_ ジ ェ

年の元首を輩出した 「新しい家系」 の対立は、 17世紀において も 「新し い家系」 の成

員 と結婚 し た娘の相続権失効を明記 し た遺言書が作成さ れるほど根深い一面があ った。

15世紀後半になると、 有力貴族層によ る寡頭政化が進展し たが、 投票を通 じた官職

選出、 短任期での交代や再任禁止期間の設定と い った、 特定の個人や集団への権力集

中を妨げる装置もま た有効に機能 し ていた。 しかも、 投票の結果 と し て有力貴族が枢

要なポス ト を歴任する こ と で、 寡頭政的な現実に正当性が与え ら れる一方、 すべての

貴族に平等な権利と し ての投票は、 貧困貴族の意志表明や抵抗の手段と もな っていた。 

さ らに、 共和政的な平等原理に支え られた制度は、 貧困貴族にも投票権や官職就任の

機会が保証さ れているため、 根本的な変革が志向さ れず、 理想的な貴族共和政体の外

観をま と った寡頭政的構造に永続性 を与えて いたのであ る。 政治参加か ら排除 さ れた

非貴族上層たる 「市民 cittadini」 層から、 寡頭政を支え る官僚を登用するこ と で、 階

層間対立にも対応し えたこ う し た構造は、 ま さ に 「柔 らかな寡頭政」 であ った。

ヴェネ ツ イアの権力構造をこ のよ う に理解する と、 そこ では必ずし も政治空間にお

ける 「議論」 が重視さ れない。 貴族階級の一体性や匿名性を称揚する 「神話」 は、 そ

こ に内在する意見の相違や対立 を隠蔽し、 公文書には決定事項のみが記載 さ れて、

「議論」 の詳細は捨象さ れた。 そ う し た 「演出」 は私文書にも及び、 「新 し い家系」 の

成員 と の結婚を禁 じ た先の遺言書は、 十人委員会によ って改竄 さ れたと いう。 一方、

貴族階級内の対立や同盟を描き出す 「反神話」 的解釈は、 親族集団やパ ト ロネイ ジ関

係を通 じた政治工作な どによ って貴族の政治行動が規定さ れ、 投票結果を左右してい

た と する。 すなわち 「神話」 「反神話」 いずれの解釈で も、 多数の貴族によ る活発な

「議論」 が個々の貴族の投票行動に影響する可能性、 いわば政策決定におけ る偶然性

や流動性 と い っ た要素 があ らか じ め排除 さ れて い るので あ る。

しかし実際の場面では、 事前の調整がう ま く 機能せず、 事態が紛糾し ている事例も

みられる。 では、 そこ ではどのよ う な 「議論」 が展開 さ れたのか。 次章では、 貴族M ・ 

サヌ ー ト の 『日記』 を史料に、 16世紀におけ るゲ ッ ト ーやユダヤ人 をめ ぐ る 「議論」

の様子 を探 って みよ う 。 
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2 . ゲ ッ ト ーと ユダヤ人 をめぐ る 「議論」

1516年 3 月、 ヴェネ ツ イア政府はイ タ リ アで最初の強制的なユダヤ人居住区、 すな

わち 「 ゲ ッ ト ー」 を設置 し た。 こ れは、 カ ンブレ一同盟戦争中に市内 に流入 し たユダ

ヤ人に対し て、 都市民の反感が増大 し たこ と に対する措置である。 しかし前年 4 月に

も、 元老院の執行部 にあた る コ ツレ ー ジ ョ では、 貴族 G ・ エ ーモ によ る ジ ュ デ ッ カ 島

へのユダヤ人隔離が提案 さ れていた。 ただ し こ のと き には、 課税対象 と し て有用なユ

ダヤ人か らの反対 を考慮 し て却下 さ れ、 法案は元老院の審議に付 さ れて いない。

一方、 z ・ ドルフ ィ ンが提案 し た1516年のゲ ッ ト ー設置法案は、 戦況悪化によ る社

会不安の増大 と反ユダヤ感情の高揚を背景に、 コ ツレー ジ ョ で賛同を得て元老院に送

られ、 実質的な 「議論」 を欠いたまま可決 さ れた。 都市社会や貴族階級でのユダヤ人

に対する 「世論」 の変化を敏感に反映し て、 前年 とは正反対の結論に至 ったのである。

こ の 2 つの法案の経過をみる と、 政策決定に至る過程では、 コ ツレー ジ ョ での 「議

論」 や調整が決定的な意味を持ち、 多数の貴族が参加する元老院での 「議論」 は機能

し て いないよ う に見え る。 換言すれば、 元老院での審議や投票結果は、 すで に決ま っ

て い たかのよ う な印象 を受け るので あ る。

しかし1519年、 ユダヤ人金融の営業許可の更新が提案 さ れる と、 事態は違 う展開を

見せる。 こ のと き元老院では、 ゲ ッ ト ー設置を提案 し た ドルフ ィ ンらが、 フ ラ ンスや

スペイ ンの繁栄 を根拠にユダヤ人の追放 を主張する と、 他の元老院議員 た ちはユダヤ

人 を受け入れたオスマ ン帝国の領土拡張を持ち出し て反論し、 海軍司令長官時代にユ

ダヤ人か ら融資 を受けた長老 グリ マーニ がユダヤ人 を擁護す る と、 法学者 フ オスカ リ ー 

ニはユ ダヤ人 によ る徴利 を否認す る原則論 を振 り か ざすな ど、 ま さ に喧 言々 々の激 し

い 「議論」 が展開 さ れたので あ る (史料参照) 。 そのお も な論点は、 ユ ダヤ人 と の

「契約」 の更新 と ユダヤ人の市内 ( ゲ ッ ト ー) 居住の可否、 そ し てユダヤ人税の増額

や利子率の制限であ った。
モ ンテ ・ デイ ・ ピエ タ _

1520年 2 月には、 こ れに A ・ ト ウロ ンの提案によ る公益質屋 Monte di Pieta 設立問

題が加わる。 公益質屋とは、 都市民の自発的な寄付を元手に低利で融資を行 う金融機

関で、 ユダヤ金融に代わる ものと し て、 フ ラ ンチ ェ ス コ会説教師の主導によ り イ タ リ

ア各地で設立 さ れていた。 ト ウロ ンはヴェネ ツ イ アに も公益質屋 を創設す るこ と で、

貧者対策と し てのユダヤ金融の必要性を説 く 擁護論に反駁 し、 その追放 を主張し たの

で あ る o

このよ う に、 1519年11月から翌年 3 月にかけての元老院では、 ま さに 「自由な議論」

と も い う べき状況が現出 し た。 と はいえ注意すべき は、 発言者の多 く が コ ツレー ジ ョ

の構成員であ った点である。 ゲ ッ ト ー設置法案 と異な り、 こ の一連の 「議論」 では、
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コ ツレー ジ ョ での意見の不一致が元老院に持 ち込ま れ、 「議論」 は膠着状態に陥 って

いた。 こ の状況を打開 し たのは、 1520年 3 月16 日の妥協案である。 こ こ に至 って、 海
ア ル セ ナ ー

ー
レ

軍と国営造船所への資金注入のためのユダヤ人課税の必要性が認識さ れたら しい。 コ ツ

レー ジ ョ の意見がま と まれば、 「議論」 は収束する。 実際に 3 月20日の審議では、 元

老院議員 G ・ バルバロ が反対意見 を述べただけで、 早々に原案が可決さ れた。

こ のよ う に、 元老院での 「自由な議論」 には大き な制約があ った。 しかし、 有力貴

族の意見が一致 し ない場合、 活発な 「議論」 が展開 さ れる余地があ ったこ と も確かで

ある。 しかもこ れらの 「議論」 は、 必ずし も家系や党派の利害に基づ く わけではない。 

た と えばユ ダヤ人 を擁護 し た グリ マ ーニ の息子 ウ' ィ ンチ ェ ンツ オは、 逆に公益質屋の

設置に積極的であ った。 個々の貴族の政治的立場については今後の課題と せざる をえ

ないが、 妥協案では原案通り ユダヤ人と の契約が更新さ れる一方、 反対派の主張を踏

ま え て ユダヤ人税が増額 さ れて い る こ と か ら、 「自由な議論」 を通 じ て貴族階級 にお

け る多数意見、 すなわち 「世論」 が形成 さ れ、 政策決定に一定の影響を与えた と いえ

るのではないだ ろ う か。

しかし、 そう した 「議論」 に基づく 偶然性や流動性の結果と して、 有力貴族層にと っ

て 「意図せ ざる議決」 がな さ れた と き、 それがそのま ま実現 さ れたわけ ではない点に

も注意が必要である。 たと えば、 1523年に元老院で公益質屋の設立が可決さ れる と、

教会勢力の増大を嫌 う十人委員会は建設計画を中断 させ、 その 「議論」 さえ も禁止し

て、 メ ス ト レへのユダヤ人追放 を阻止 し た。 こ のこ と は、 寡頭支配層によ る介入 と い

う元老院での 「議論」 の限界を突きつけ る ものの、 逆に都市共和政的な制度に基づ く

「議論」 を通 じ て、 と き に支配層の意図 を超えた議決がな さ れる可能性 を も示 し て い

るのではないだ ろ う か。 

おわ り に

本稿では、 ゲ ッ ト ー と ユ ダヤ人 に関す る事例か ら、 ヴ ェ ネ ツ イ ア貴族階級 におけ る

「議論」 について考察 し てき た。 も ちろ ん、 こ の事例をただ ちに一般化するこ と はで

き ないが、 有力貴族の意見力対立 し たと き、 一定の範囲内で 「自由な議論」 によ る政

策決定の可能性があ ったこ と は認められるだろ う。 こ う し た 「議論」 の背景には、 家

系や党派、 教会やユダヤ人 と の関係 と い った要素が複雑に絡み合 っていたが、 そ う し

た関係によ って貴族の政治行動がすべて規定 さ れるのではな く 、 「議論」 の帰趨によ っ

て左右さ れる偶然性 も残 さ れていた。 と き に強制的な手段を通 じて軌道修正 し なけれ

ばな ら ないよ う な、 有力貴族 に と って の 「意図せ ざ る議決」 は、 ヴ ェネ ツ イ ア貴族階

級や元老院 と い う 非常に限ら れた範囲ではあれ、 「議論」 を通 じ た 「合意」 形成の可
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能性 を裏付け る ものと いえ るだ ろ う。

そ し て それは、 先に触れた ヴ ェネ ツ イ アの寡頭政的な権力構造におけ る 「柔 らか さ」

につながる。 投票を通 じた正当化 と反対勢力の 「排除」 のみな らず、 元老院での 「議

論」 を通 じ た政策の変更 ・ 修正 と 「合意」 形成は、 その参加資格が貴族に限定 さ れる

がゆえに、 貧困貴族や反体制的な貴族にと って もまた、 身分的特権と し て維持すべき

シス テ ムで あ っ た。 そ こ に、 ヴ ェ ネ ツ イ アの権力 構造 の 「柔 ら か さ」 が表 れて い る の

で あ る o

と こ ろ で、 さ ま ざま な制約の も と で展開 さ れたウ' ェネ ツ イ アの 「議論」 は、 ハーバー

マ スに始ま る 「公共圈」 の問題に直結する ものではない。 しか し なが ら現在、 公共圈

の間題が、 単に近代市民社会の特徴と し てではな く 、 それぞれの時代や社会のあり方

を示す一般概念 と し て広 く 検討 さ れる傾向にあるこ と を考え る と、 「神話」 「反神話」

と い う 二元的 な解釈 を超え て、 「議論」 や 「公共圈」 と い う 視点か ら、 ウ' ェネ ツ イ ア

の政治支配層 と し ての貴族階級について再考す る こ と もで き るのではないだ ろ う か。 

【付記 : 関学西洋史研究会第12 回大会 シンポジウムの共通テーマと は、 やや焦点の

ずれた報告 と な っ たに もかかわ らず、 本誌への掲載 をお許 し い ただいた関学西洋史研

究会の皆様に心からお詫びとお礼を申し上げたい。 なお、 本稿は平成21年度科学研究

費補助金 (若手研究 ( B ) ) によ る研究成果の一部である】
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史料 : 1519年秋~ 1520年春の元老院におけるユダヤ人に関するおもな 「議論」

日 付 提案者 ・ 発言者 発 言 内 容 

1519.11.10 コ ツ レー ジ ョ によ る1508年のユダヤ人に関する諸条項の更新提案 

A ・ コ ンデュルメ ール ユダヤ人 と の諸条項の更新に反対 

Z ・ ドルフ ィ ン
ユダヤ人のメ ス ト レ追放 と課税額引き上げ / ユダヤ人追 
放 の フ ラ ンス、 スペ イ ン繁栄 

F ・ ブラ ガ デ イ ン 反ユダヤ的立場からの長い演説 

A ・ グリ マーニ 
ユダヤ人の有用性 / ゲ ッ ト ーも メ ス ト レ も大差な し / ユ
ダヤ人金融を擁護 

z ・ ガブリ エル 諸条項の更新 / 10% (担保あり ) と12% (信用貸し) の 
利子率 

G ・ モ ーロ 
ユダヤ人追放のスペイ ン、 ユ ダヤ人受容のナポ リ王国獲 
得、 親ユダヤの ミ ラ ノ 公追放 

多 く の元老院議員 
ユ ダヤ人追放の スペイ ンの富の喪失 / 受容 し たオ スマ ン 
皇帝によ るエ ジプ ト ・ シリ ア獲得 

S ・ フ オス カ リ ーニ 教皇で あ って も ユ ダヤ人 に徴利 を認め る こ と はで き ない 

賛成64、 反対66、 無効10で法案否決 

1520. 2 .10 A ・ グリ マーニ 
ユダヤ人に対する諸条項の更新 / 年15%の利率 / 年8000 
ド ウカ ー ト の支払い提案 P ・ カ ッペ ッロ 

A ・ ト レ ヴイ ザ ン 

A ・ ト ウロ ン 
現条項の 1 年間の更新 と、 その後の追放、 およ び公益質 
屋の設立 を提案 

D ・ バルバロ 
ト ウロ ンに賛同 : 1 年後のメ ス ト レへの追放 と 公益質屋 
設立 

P ・ モロ シーニ 
グリ マ ー ニ らの提案 に賛成 / た だ し年10000 ド ウカ ー ト 
の支払い主張 
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以上の提案に対 し て 

A ・ ト ウロ ン ユダヤ人の追放と公益質屋設立の演説 

A ・ ト レヴ ィ ザ ン 
ト ウロ ンに反論。 公益質屋設立に反対。 現条項の更新と 
ユダヤ人の居住が必要 

L ・ ヴェニエ ール 
テキス ト を引用 し、 反ユダヤ演説 

z ・ バ ツサ ド ンナ 

S ・ フ オス カ リ ーニ いかな る形 で も ユ ダヤ人の居住 を認めず 

いずれの案も過半数の賛成を得 られず、 継続審議に 

1520. 3 . 2 G ( D ? ) ・ バルバロ 

1 年間の更新と ユダヤ人によ る8000 ト ゥ カ ー ト の支払い、 
公益質屋設立な ど 

L ・ ヴ イ ツ ト ウー リ 

Z ・ A ・ メ ンモ 

A ・ ト ウロ ン 

P ・ カ ッペ ッロ 

10000 ド ウカー ト の支払いと 4 年間の更新など A ・ ト レ ヴ ィ ザ ン 

P ・ モロ シーニ 

L ・ モチ ェニ ー ゴ 
6000 ド ウカ ー ト の支払い / 徴利については触れず 

P ・ コ ンタ リ ーニ 

M ・ フ オスカ リ 年6500 ド ウカ ー ト の支払いと10% (の利子率) での貸付 

以上の提案に対 し て 

Z ・ A ・ フ オスカリ ーニ ユ ダヤ人 に好意的な長 い演説 

z ・ バ ド エ ル フ オス カ リ ー ニ ら に反論 

1520. 3 . 3 A ・ フ オスカ リ ーニ 

年10000 ト ゥ カート の支払い、 5 年間の更新、 15% (の 
利子率) での貸付、 ゲ ッ ト ーでの居住と中古品売買店の 
維持、 その他の修正 を提案 

A ・ グリ マ ーニ 

P ・ カ ッペ ッロ 

A ・ ト レ ヴイ ザ ン 

P ・ モロ シーニ 

S ・ モー ロ 8000 ド ウカ ー ト の支払い と メ ス ト レへの追放 

L ・ ウ' ィ ッ ト ウー リ 

1 年間の更新と ユダヤ人によ る8000 ド ウカ ー ト の支払い、 
公益質屋の設立な ど 

D ・ バルバロ 

Z ・ A ・ メ ンモ 

A ・ ト ウロ ン 

L ・ モチ ェニー ゴ 5 年間の更新と ゲ ッ ト ー居住、 中古品売買店の維持と課 
税 P ・ コ ンタ リ ーニ 

M ・ フ オスカ リ 
5 年間の更新と課税、 10% (の利子率) での貸付、 ゲ ッ
ト ー居住と中古品売買店の維持 

以上の提案に対 し て 

M ・ フ オス カ リ 自分の意見を述べる 

G ・ バルバロ フ オスカ リ に反論。 ユ ダヤ人 の居住や徴利 を認 めず 

N ・ ミ キエル 教皇ク レ メ ンスの勅令 を引用 し て反ユダヤ演説 

それぞれの提案に対 し て投票→いずれも可決せず継続審議に 
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Sanuto, M., I D iar i di Marine Sanuto, vol.28, Fulin, R et al., a cura di, Venezia, 1900, ristampa, 
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